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令和３年７月 20 日 

市民局  地域防災課 

市政記者各位 

福岡市と学校法人都築学園及び福岡市社会福祉協議会との 

「福岡市災害ボランティアセンター設置に関する協定」の締結について 

福岡市は、「学校法人都築学園（理事長 都築 仁子氏）」と「社会福祉法人福岡市社

会福祉協議会（会長 谷川 浩道氏）」と、福岡市災害ボランティアセンター設置に関す

る協定を締結する運びとなりました。 

この協定締結により、災害時に都築学園が所有する第一薬科大及び福岡第一高等学校の

施設等をボランティアセンターの設置場所として提供いただくこととなりました。 

つきましては、下記のとおり協定締結式を行いますので、是非取材をお願いします。 

１ 実施日時・場所 

  令和３年７月２7日（火） 11：30～11：50 

  市役所本庁舎９階 特別応接室 

２ 締結式次第 

・出席者紹介

・挨拶

・協定書署名

・記念撮影

３ 出席者 

・学校法人都築学園 理事長  都築
つ づ き

 仁子
き み こ

 様 

・（社福）福岡市社会福祉協議会 会 長 谷川
た に が わ

 浩道
ひ ろ み ち

 様 

・福岡市長 髙島 宗一郎 

 

【問い合わせ先】 

○福岡市市民局 地域防災課（福岡市災害ボランティアセンターの開設）

  担当：中村、中島  TEL:092-711-4156（内線 1788） 

○都築学園 第一薬科大（施設の提供）

担当：森永 TEL:092-541-0161 

○福岡市社会福祉協議会（福岡市災害ボランティアセンターの運営）

  担当：小山 TEL:092-713-0777 

【災害ボランティアセンターとは】 

・災害時の被災者支援ボランティア活動を円滑に進めるための拠点

・住民同士の助け合いだけで対応できない規模の災害時にボランティアの力を借りて復旧・復興

を迅速に行うため、被災者とボランティアを結びつける場所。


